
ツールとして、情報ネットワークの整備は不可欠であり、へき地診療所がへき地  

医療拠点病院等と常時相談できるような体制整備等に向けて、有効性・効率性も   

考慮しつつ、引き続き支援していく必要がある。  

（7）ドクターヘリの活用について  

へき地医原の現場から、医師や救急車不在を回避するために、ドクターヘリの   

活用は、有効性，効率性を考慮しつつ、積極的に推進していく必要がある。   

（β）歯科医療、有様職等六の支援方矧こついて  

へき地等における歯科医原体臥看護職専への支援方策などについても、原則、   

医師等に対する対策と同様の取り組みを行うことが必要セあると考える。今後関   

係者間での協議や研究班等での検討を踏まえて、具体的な施策に結びつけるよう、   

国は引き続き支攣していく必要がある。   

6 ′終わりに   

○ 本検討会では、今後のへき地保健医療対策のあり方について昨年7月より6回   

にわた 

○ 今後、臥都道府県及び関係機関は、本報告書におぃて指摘した内容に基づき、   

十分な対応を行うことが求められる。これらの対応については適宜評価・分析を   

行い、必要に応じて計画の見直しを行うなど、↑き地医療を取り巻く状況の推移   

に応じた対応が必要である。  

○ なお、医療計画については、平成22年摩にあり方に関する検討会を実施した   

上で、平成24．年度た各都道府県において見直しを行うこととしており、国や都道   

府県は、医療計画を含めた今後の医療提供体制のあり方を検討するにあたっては、  

本報告軍を踏まえ、医療提供体制全体の枠組みの中で、へき地保健医療対策をど   

う位置づけていくか考えていくことが望まれる。  

原文援機構等連絡会議（仮称）」を設け、都道府県間の埠差の是正や各都道府  

県間にまたがる事項の調整などを、国と共同して実行する必要がある。   

③ 市町村が独自に大学と提携して医師を派遣してもらうシステムや寄付講座  

を作っているという事例があり、市町村は、このような取組を参考に、様々な  

取組方策にづいて検討する必要がある。   

④ 大学は医学教育モデル・コアカリキュラム等を元に、全ての学生に対する医  

学教育において、都道府県やへき地医療支援機構と連携し、地域医療・へき地  

医療に関する教育を充実することが必要である。   

く3）へき地医療支援機構の強化と新たな役割について 

へき地医療支援機構は、代診医派遣等の従来の機能を拡充させるため、医育機   
関やへき地医療拠点病院と調整しながら、へき地保健医療施策の中心的機関とし   
て、地域の実情に応じたドクタープ∵ル機能やキャリアパス育成機能などに主体   

的に関わることが期待される。   
具体的に国は、本痕告書を踏まえて機構が果たすべき役割や位置づけを明確化   

し、都道府県等に周知・徹底していくとともに、これら新たな機能を果たすべく、   

へき地医療支援機構筆の強化に向けて、国、都道府県等は積極的に支援する必要   

がある。なお、へき地を有しているが機構未設置の県について持、設置を行うよ   

うにすてべきである。   

（4）へき地医療への動機付けとキャリアパスの構築に向けて  

この度、へき他に勤務する医師のキャリアデザインのモデル例を作成したので、   

都道府県はこのモデル例を参考にして、関係者間で協議しながら地郵こあったキ   
ャリアデザイン作りに取り組んでいく必要がある。  

また、へき地・離島での診療経験や機構での勤務を評価して、キャリアになる   

ような仕組み作りが必要であるが、「へき地医療専門医（仮称） 
医（仮称）」等新た・な称号や資格化については現時点では様々な群居があり、直ち   

に制度化することは難しいものの、引き続き関係者と協議しながら研究班等で検   

討していく必要がある。   

（5）へき地医療拠点病院の見直しと新たな支横方策について   

ヘ音地医療拠点病院等に対して、医師派遣に係る動機付けを与えるような」層   

の支援が求められる。また、今般、診療報酬上、DPC対象病院における新たな   

機能評価指標に、へき地医療拠点病院が選定されたことを踏まえ、また質を確保   

する観点カ、らも、拠点病院の実績や体制にあった新たな評価指標について、今後   

研究班等で検討していく必要がある。 

（6）情報通信技術（IT）による診療支援について  

へき地等における医療機関の抱える時間的・摩離的ハンディを克服するための  

－16」  ・17・   



へ割也保健医療対策検討会 要具名簿  へき地保健医療対策検討会の審議経過  
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社団法人 日本医師会常任理事  

三重県健康福祉部 へき地医療総括特命監  

自治医科大学教授（地域医療学センター長）  

島根県健康福祉部 医療企画監  

高知県へき地医療支援機構 専任担当官  

愛知県半田保健所長（全国保健所長会会長）  

北海道保健福祉部地域医師確保推進室  

看護政策グループ主査  

自治医科大学救急医学教授  

新潟県佐渡市長（全国離島振興協議会会長）  

青森県西北五地域医療研究会代表  

長野県訪問着護ステーションしらかば  

社団法人 日本歯科医師会理事  

京都府立与謝の海病院長  

（全国凱台体病院協議会常務理事）  

福井県おおい町国保名田庄診療所長  

岩手県藤沢町長  

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科  

べき地・離島医療宇講座教授  

読売新聞東京本社編集委員  

鹿児島県霧島市立医師会医療センター  

地域診療部長  

東員病院長・三重大学客員教授  

公益社団法人 地域医療振興協会理事長  

以上20名  

五十音順  

○：座長  

総務省自治財政局地域企業経営企画室  

総務沓情報流通行政局地域通信振興課  

文部科学省高等教育局医学教育課  
・19・   

第1【司：平成21年7月10日（金）  

○検討会の趣旨説明  

○へき地医療について先進的な取組みを行っている4県の事例紹介  

○へき地医療に関する厚生労働科学研究班の報告  

○今後検討すべき事項について   

第2回：平成21年9月18日（金）  

○へき地医療に関する現況調について  

○論点整理  

－へき地医療支援機構のあり方について 専   

業3回：平成21年10月30日（金）  

○論点整理  

・へき地医療支援機構のあり方について  

・へき地勤務医のキャリアパスについて 等   

第4回：平成21年12月24日（木）  

○論点整理  

・へき地勤務医のキヤ1」アデザインと評価について  

■へき地医療拠点病院のあり方について  

・へき地における歯科・看護の課題について  

，へき地医療における遠隔医療の活用について 等   

第5回：平成22年2月25日（木）  

○検討会報告書（案）について   

第6回：平成22年3月19日（金）  

○検討会報告書く案）について  

み
 
 

すずかわ  吉さゆき  
鈴川 正之  
たかのこういちろう  
高野 宏一郎 つしまいつこ  

対馬 逸子 つちや  

土屋 いち子 
つのまちまさかつ  
角町 正勝  
ないとうかすよ  
内藤 和世   

なかむら  Lんいち  

中村 伸一  
はたけやまひろし  
畠山 博 まえだたかひろ  

前田 隆浩   

まえのかずお  
前野 一雄 みさかたかはる  

三阪 高呑   

むらせすみお  
村瀬 澄夫  
よしあらみちやす  
吉新 通康  

オブザーバー  

オブザーバー  

オブザーバー  
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匪：二頭  

蠣、で発進的な取組をしでいる都道帝県の事例集 

1．長崎県の離島医療体系図（一部抜粋）   

「ドクターバンク事業」では、離島の市町からの要請に応じて、全国から診療所常勤医師を公  
募L、県職員として採用した上で診療所へ派遣する。2年間を1単位として、1年半の離島診療所  

勤務の後は、希望に応じて半年間の有給の自主研修が保証されている。また、常に支援センター  
の専任医師が相訊こ応じる体制となっており、こうした連携強化たよってチ⊥ムで穂島・へき他  
の医療を支えるという倉持を育み、常勤医師の負担軽減を因っている。診療所常勤医師の募集の  

ため、支揮センターが主体となって毎年定期的に都市部で医師募集説明会を開催している。   

rしますけっと国医師斡旋事業」 

ンターが「しますけっと団」′に登録した医師あるいは医療機関を調整して斡旋する事業である。  
常勤医師の学会出張や休暇、病気の際の代診、そして専門外の医療分野の診療応援などを行うこ  
とで、常勤医師を支琵するシステムである。   

長崎県の離島・へき地医療は、主に長崎県、関係市町、長崎大学、国立長崎医療センター、長  
崎県病院企業団、離島の公設診療所などが有機的に連携してマネジメントされている。 

地域医療を支冬る県の養成医制度として、長崎県医学修学資金貸与制度（昭和45年創設）■と自治  

医科大学派遣制度（昭和47年創設）があり、この制度で養成された医師は国立病院機構長崎医療  

センターと長崎県病院企業団の基幹病院で初期臨床研修を受け、主た離島にある長崎県病院企業  

団病院に勤務する。標準的な義務年限は、研修期間も含めて医学修学資金貸与制度が12年、自治  

医科大学派遣制度が9年で、義務期間の途中で希望する医療施設においてそれぞれ1年間の再研  

修、再々研修を受けることができる。  

長崎県雛鳥・へき地医療支援センター（以下、支援センター）は、従来の長崎県へき地医帝支  

援機楕の業訊こ加え、代診医の派遣や常勤医師を確保するごとで、主に離島の公設診療所を支援  

する目的で設置された。この支援センターの苧絶ある支援事業として、「ドクターバンク事業」占  

「しますけっと団医師斡旋事業」がある。  

1  



3．新潟方式   

大学主導による、県との連携を待ったべき地への医師の配置  

2．高知県へき地医療協議会  

総 会：1回／年  

中事会：3ケ月毎  三権分立の関係  

高知県（主管課：健康福祉部医療薬務課）  

へき地医療確保  
人事要望  人事ヒアリング  

＆アンケート  

支援機構による支援  

労務環境・QO」向上  

後期研修・定期医師研修  
11市町村  高知諸診医会（34名）  

自治体間における  無恥  

横のつながり  地域住民の健康管理地域医療貢献  

i寧日努：「都道府県へ引也・離長保慣医療計画策定に向けての事例集（平成19年度苫厨」から  

高知県のシステムは、r人の輪」で構成されている。   

自治医科大学卒業医師を受入れている市町村の間の格差を解消し、どの市町村に赴任しても同じ条件で、  
かつ気持ちよく勤務ができる環境を作ることを目的として、市町村の枠を越えた横のつながりを持つ組織と  
して、昭和61年に「高知県自治医科大学卒業医師勤務市町村等連絡協議会」が設置され、さまざまな課題  

について議論することとなった。これにより、自治医科大学卒業医師と受けいれる市町村、医師を派遣し市  

町村を指導する立場の県が、相互理解を深めることが可能になった。県内のへき地医療機関における勤務の  

条件が均一となり、各市町村から一定の負担金を拠出してもらうことでr在籍出向」の形で後期研修を行う  

システムが確立した。   

続いて、自治医科大学以外を卒業した医師にも、協議会に参加してもらうために「脱自治医大」のキーワ  
ードのもと、平成10年に名称が「高知県へき地医療協議会」に変更された。   

それを槻に当初、自治医科大学卒業医師のみで発足した協議会の医師部会も「高知諸診医会」と改組され  
て今日に至っている。   

いまだ、自治医科大学卒業医師が中心ではあるが、高知大学の出身者も含んだ「高知諸診医会」が、高知  
県、各市町村の三者で、「三権分立」と表現されている対等な立場でマネジメントをしていることが特徴で  
ある。  

斬㍊大挙大学院箆娩軍拡合切洗利観念地域民放箪講座井口溝太放免先の協力を持て作成∴  

新潟は、「大学主導による、県との連携を持ったへき地への医師の配置」と言うことができる。   
まず、前提として、以下の3つが新潟県の特徴としてあげられる。  

1．自治医科大学卒業医師のはとんどが新潟大学に入局すること   

2．ほかの県と違って、新潟大学の医局の組織の力がしつかり残っていること   

3．新潟大学の内部に「自治医科大学卒業医師は同じ仲間である。」という認識があること  

上記の前提のもとで、囲にキー′トソンと示した人紡が、新潟大学と新潟県の間、現在は福祉保健部を中  
心として県と大学の間をうまく調整することによって派遣先をきちんと確保しており、義務内のへき地勤務  

を行っている。義務年限終了を待って大学で研究を行って学位を取得することや、専門医の資格を得ること  
もできるようになっている。義務後も医局の人事で県内のへき地医療機関に赴任して、その後、キャリアデ  
ザインの最終段階としては中小の県立病院の病院長醜等が考えられている。  

以上のことから、医師が誇りを失わずに帰属できる場所があり、それが構造として維持されていれば、キ  

ャリアデザインがうまく機能するということが言えると考えられる。   



4＼鹿児島方式  
・11エ成19坪7月まで  平成】9年二8月以降   

革 挽 筒  第他市よ低禰会区・  県立浦税制周（十4地域毎の県立柄院訟首拓部）   

研即漉摘  上紀センター血路  師 1亀（和衷吸入卒）   爪立病院g塊情理者が兼鵜 1幸一（胚醐）   

蝿鱒体刑  

瀾独鰯鰯閥族鍼鰯  
病院の役別科こついてまで．，机係新川でl州酎ヒする      ことができた 

。   

余情開催  

相聞指相磯遁紋服紺幣  
・7サ所の協力揃硯  

代診択派遇 の協力匪脚  ：紺鵬鼓長巾？篭讐益芙韓鈷5民らない【欄   

派遣別儀  公立i盤根機l凋  脚Lりとして．滞効医のいる公正静粛漸の代診凰弼罠   

メリッi・  ・篭詣で武将てに応澱中指で営る  

デメリヅト  瑠裾話芸賢蓉票    ■叢芸票差短掛買憲業聾摺野声撃孟品孟㌫   

萬児塵．環＼ぎ地医横支！夫戟病性逆腑ノステム  

実績資料  

年 度   

平成14年度   

平成15年度   

平成16年度   

平成17年度   

平成18年度  

（開）うち「鮎祖師会臣飢ツター」分  

坤力病院数」堅師数 准量郎女 医師数 派遣日数  牒 

1ケ所  6人  21日間  6人 21日間  

2ケ所 11人  23日間  10人 20日間   

3ケ所  25人  57．5日間  20人 47．5日間   

2ケ所 15人  23E］間  14人 22日間   

2ケ所  6人   7日間  4人  5日間  

平成19年度  
（8月下旬～）  

平成20年度  

）  

5ケ所  20人  23日間  3人  3日間   

8ケ所  61人113日間  3人  6E】間   

8ケ所  42人  70日間  3人  6日間   



5，島根方式  

島根県の地域医療施策の取組経緯とポイント  へき地医療支援機持・地域区分阻  

屋上ヘリポート造計  

（県立湖陵病院（精神科単科病院）新築  
移転、「県立こころの医療センター」に改称）  

音ノー店訂‾‾  
し          熟慮サ  

りい■－ご●．．．．．  

．ノ．．∴．㍗ノ．よ●  
lニ∴J－－、  

lへl＝ ■・▼  

p tOl’・こへ・r≠打サぺ  

＝‥J－こ●り■、  

・1■∴・・ニ  柑現在の塵肺派遣調整は、轟務年限内自治医大卒医のみ  

★地域医療施策の取組のポイント   

①へ書地勤務医師確保協言藍会（へき地医療支援会議に改称〉を県主導で大学の協力を得て設置した。  
（この会で大学からの新規派遣医師と自治医の派遣調整を行うことが可能になった）   

②県立中央病院の基本運営方針の3木柱の一つに「へき地医療支援体制の充実」が位置づけられた。   

③へき地医療支援機構を＝14に県立中央病院に設置○そして、＝15には専任担当者を配乱さらに、  
H16には県健康福祉部内に支援機満と専任担当者を移し、県の施策として地域医療支援に  
取り組む姿勢を明確化したb   

④H柑には医師確保対策室を設置し、スタッフを拡充するなど推進体制を整備した。   

⑤現在、島根大学医学部との連携を強化し、地域医療に携わる医師の育成、研修医の定着優に力を  
入れている。今後は、奨学金貸与医師等の配置調整についても大字との協働により実施予定。   



島根県由医師確保対策事業の概要  
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へき地に勤務する医師のキャリアデザインとへき地勤務の評価について  

「現状に即したへき地等の保健医療を構築する方策および評価指標に関する研丸研究班  
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資料①  リアデザインのモデルについて   1．へき地に勤務する医師のキヤ  

1）へき他の診帝所等（診療所および小規模病院）、へき地医療拠点病院等（基幹的病院を   

含む）、′大字の3つの柱の蘭を異動しながらキャリアを重ねていく構造である。  

2）初期臨床研修、へき地等の勤晩生涯研修、学位・専門医取得等について、へき地   

医療支援機構（へき地保健医療対策協議会）が調整を行う。  

3）このキャリアデザインで働く間は、身分が保証され、公的年金も継続される。  

4）最初の10年間で、へき地医療専門医（後述）等の地域医療革の専門医を取得できる。  

6）10年月山降に学位の取得を希望する場合には、学費の援助等を行う。  
6）10耳目以降には、臓器別専門医の取得についても配慮する。  
7）このキャリアデザインで過ごした医師の最終的な地位としては、大学等の教授■部長  

等、へき地医療拠点病院等の部長・病院長等が考えられるが、このキャリアデザイン   

で20年以上勤務している医師を優先する等のインセンティプを与えるものとする。  

8）キャリアデザインと3．の評価の関係は密接であり、ともに考慮する必要がある。  
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資料（a  2．へき他に勤務する医師を評価するシステムについ   

1）へき地等に勤務する医師について、「へき地医療専門医」（仮称）制度を創設する。   

専門医認定の条件は、a）認定された施設で臨床研修を受けて一定の診療能力を持つ、  

b）一定期間のへき地勤琴の経験の2つとする。診療報酬や補助金の増紋等のために   

楓「へき地医療専門医」（仮称）が公的な資格である必要がある0  

2）「へき地医療専門医」（仮称）の勤務する施設としては、へき地等の診療所をはじめと   

して、へき地医療拠点病院あるいは基幹的医療機関、大学等が考えられる。   

へき地等の診療所には「へき地医療専門医」（仮称）が診療する場合の診療報酬を上乗   

せする等のメ・中ソトを与える。へき地医療拠点病院あるいは基幹的医療機関に対して   

は、「へき地医療専門医」（仮称）のための定員を確保するとともに、一定数（割合）の   

「へき地医療専門医」（仮称）が勤務している場合は、施設に対し補助金を交付する。  

3）上記のシステムを円滑に運営するためには、国の積極的な関与を受けたへき地医療   
支援機構（へき地保健医療対策協議会）が重要な役割を果たすべきである。  
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資料③  3．「へき地医療専門医」（仮称）の認定組織につい   
宿将長嶋蹄御野群弾車中声参  

篭義援整恋潤  
専門医・抵合医の養成  

：略願也房への匿芦種  

研究班としては、へき地医療支援機構の全国組織を学術団体へ格上げして認定組織とする  

ことを提案するが、その他の考え方についても整理したのがこの資料である。   
鵬・脚ケース  



「現状に即したへき地等の保健医療を構築する方策および評価指標に関する研究」研究班  

自治医科大学  鈴川正之  

札幌医科大学  浅井康文  

鹿児島大学  嶽崎俊郎  

島根県立中央病院  大田宣弘  

国立長崎医療センター 米倉正大  

帝京大学  井上和男  

自治医科大学  中村好一  

台東区立台東病院  杉田義博  

自治医科大学  今道英秋   



10． つまり、へき地医療支援機構は、大学等ともへき地医療について、緊密に連携を   

図る必要がある。とくに、地域枠の学生のいる医科大学などにおいては、早急にキャリ   

アデザインを明らかにする必粟があり、これを怠れば走っかくの地域枠の医学生が他の   

医学生と同樺になってしまい、地域医療に従事する医師は増加しない。  

11． このように、大学といえども、地域枠のあるところや自治医科大学などのように   

へき地・穐域医療に従事する学生を育てるところにおいては、担当教員はこのような医   

ま割こ理解があり、かつ経験を持つべきであり、へき地・地域医療経験者をその教員とし   

て採用すべきであるし、教授などの地位にあるものは、少なくともへき地へ行った経験   

を持つべきである。この3本柱デザインでは、いずれは、このデザインで20年以上の   

経験があるものを地域医療関係の部署に、優先的に配置できるように考えている。  

12． このような、各都道府県ごとの3本柱体制が、碑化されたへき地医療支援機構の   

指導の下で動くことができるようになったら、さらに、各都道府県のへき地医療支援機   

構がすべて参加して、仮称・全国へき地医療支援機構会談のようなものが作られるべき   

である。  

13．全国へき地医療支援機構会誌は、各都道府県間にまたがる事項の調整（結婚した   

医師夫婦の勤務先の調整など）や二都道府県間の格差の是正などを、国と草間して実行   

する必要がある。 

14． このようなキャリアデザインを実施するにあたっては、へき地を含む地域医療の   

重要性について、国民のコンセンサスを求める必要がある。国民全体が臓器別専門医に   

のみ期待している現状では∴総合医は重要視されず、このキャリアデザインに参加する   

医師は少なく、国民の評価は低いままである。もし、地域医療をセイフティネットとし   

て扱うのであれば、警察・消防・初等教育と同様に地域医療に従事する医師を（国家）   

公務員的な扱いをするべきであるし、小学校の教科書においても∴地域医療を学ぶべき   

であろう。  

15．へき地医療のキャリアデザインやへき地医療の評価については、小手先の改革だ   

けでできるものではない。それが50年にわたって検討会が行われてきてしまっている   

ことに表れていると患われる。日本国の医療をどうするかについてよく検討して、その   

中でへき地・離島医療を重要かつ必要な医療・政策であることを国民として認識して、   

はじめて地域医凍に一生をささげたくなるような医師が出て、このキャリアデザインプ   

ログラムでキャリアアップして行くことができるようになる。そしてこのような医師が   

大学等の教授や拠点病院等の部長ヌは現場の診療所長として働くようになる30年後   

には、へき地医摺が国民の医療として定着するものと考える。   

3本柱キャリアデザインの説明  

1、 大学等（研修部分では大病院を含む）・へき地医療拠点病院等（地域の中核的病院   

を含む）・へき地診療所等（へき地にある病院も含む）の3本の柱を行き釆しながらキ   

ャリアを重ねていく構造である。  

2． 10年日ごとに、一年の自由期間を設iナてあり、この時は3本の往から離れて自   

分のキャリアアップを図ることもできる。臓器別の専門医の研修、基礎研究、留学、行   

政での活動経験を得ることなどが可能となるとともに、次の10年をどのように過ごす   

かを考える期間にもなる。  

3． 基本的には3本の柱の中であれば、どのように移動していってもかまわないもの   

とする。最初の20年においては、へき地診療所等を最低1／3含むことが前‡引こなる？   

3本柱のどこにいても、他の2本へ移動することが可能であることを保証する。これら   

の移動は、へき地保健医療対策協議会を通じてへき地医療支援機構が調整するものであ  

る。  

4． このように3木柱間の長期間にわたる移動を前捷にしている，ゐで、このキャリア   

デザインで動いている場合には、身分的な保証・年金の継続の保証などを考える必要が   

ある。  

5． 最初の10年においては、プライマリーケア専門医を含む地域医療関係の専門医   

を取ることを一つの目梗とする。あらたに、へき地医療専門医として専門医化するかど   

うかは法輪のあるところである。  

6．′  10年を過ぎたところから後では、大学院において学位を取ることを可能とする。   

この間、収入が減ることについては、大学院の学費を援助するなどの方法が考えられる。   

また、へき地診療所等・へき地医療拠点病院等に非常勤で勤務して、収入が得られるよ   

うにする。  

7． ㌧同様に、10年を過ぎたところから後では、臓器別の専門医をサブスペシャリテ   

ィとして取得できるように配慮する。大学等・へき地医療支援病院等での研修が必要に   

なると思われるが、3本柱の移動の中でこれが可能になるようにする。  

8．  このキャリアデザインで過ごした医師は、最終的には、大学等の教授又は部長又   

は病院長・へき地医療支援病院等の部長又は病院長・へき地診療所等の所長・病院長な   

どになることが考えられるが、その際に、このキャリアデザインによるキャリアがゴ0   

年以上ある場合を優先するなどのインセンチイブを考えるべきである。  

91  へき地医療支援機構は、このシステムの中で非常に大きな役割を果たす必要があ   

る。つまり、このようなキャリアデザインを保証し、三本柱間の調整をしなければなら   

ないからである。各都道府県はへき地医療計画を立てる上で、へき地医療支援機構を強   

化しながら、このキャリアデザインに則ってキャリアアップを図る人材を確保するよう   

に努めなければならない。  



OZ   

へき地に勤務する医師の評価に関して  

hき地医療書門陸（仮称）」の勤務する場所  へき地に勤務する医師  

へき地・淡島勤務医師の質の保証  

へき地医療専門医（仮称）  

○認定された施設で、臨床研  

修を受けて一定の診療能力  

を持つ（第一段階）  

○一定期間のへき地・離島勤  

務の経験（第二段階）  

へき地・掛の診療所  

へき地医療専門医のため  

の医師の定員の確保  

へき地医療専門医のため  

の常勤医師の定員の確保  

一定数（割合）のへき地医  

療専門医の勤務により、施  

設に対して補助金の交付  

診療報酬の増額  

へき地医療専門医による  

診療にはさらに上乗せ  

へき地支援部を設置し、へ  

き地医療専門医■を登用  
公的な組織が施設■カリキュ  

ラム・修了・経質実を認定  

都道府県内で統一された  

報酬および待遇  

へき地医療専門医のため  

の医師の定員の確保  
へき地医療専門医は勤務  

により、臨床能力をみがく  

ことができる○  

医師が安心して赴任する  

ことができ、勤務の交代も  

円滑であるため、診療の質  

と継続性が保たれる。  
専門に偏らな  

える．遷師（ぺき地支援を  

行える医師、専門医の指導  

医）の確保ができる。  

他の専門医取得のための研  

修が行える  

国の積極的な関与を受けたへき地医療支援機構（へき地保健医療対策協議会）による円滑な運営  

国としての啓発  総合的な診療および総合的な診療を行う医師についての国民的理解  

へき地医療専門医の認定について  

名称（仮）   概要   評価・認定のシステム  ポイント   課題  

認定された施設での臨研修や－  全国的で公的な組寝が施  Q）専門医制度とは別に、へき地に勤務  C既定を行う瑚裁として、全国へき地医療支援機構連絡会議（仮  

定期問のへき地・離島勤務経験を  設・カリキュラム・修了・  する医師に対する称号を付与するこ  称）が1つの侯捕であるが、行政組経で可能かどうか。  

へき地医療専門医 経て、一定の診療能力を認定され   書芸芙等を認定する。   とができ、へき地勤務医に対する国民  ②活動場所がへき他に限定され、へき地以外でのキャリア形成  
A  

（仮称）  た医師を「へき地医療専門医」と  的な〕璧解や評価、権威付けにつなげる  には役立たない可能性がある。  

して認定し、診療報酬面やポスト  ことができる。   （ヨポストを確保する施策・インセンティブをどうするか。  

面（大学数員等）で優還する。  ④大学院入学や留学に要する責用負担の問乱  

自治医科大学および各大学医学部   各大学において、大学規則  （む去的に措置が不要。各大学の判断の  ①乗降にへき他に勤務している医師にとって、メリットがある  

において大学規則等において、個   等に制度を設け、個別に認  みで対応可能。   かどうかが疑問。  

各大学におし、て個別に認定制度を設け、所定のカリ   定する。（イ名誉客員教授」  ②へき地に勤務する医師に対する称  ②私的な称号であり、アピール面で効果が不十分であり、診療  
B  

別に認定  キュラムを修了した者等に対し、   に近しう   号を付与することができるが、へき地  葡鮒や政策的な支閻ニリンクさせることが托Lい。  

「00大学認定地域医療修了医  勤務医に対する国民的な理解や評価、  ⑳也域枠学生に対して新しいカリキュラムを課す〕貴会、カリキ  

（珊」等の付与するもの。  権威付けに繋げることまでは難しい。  ユラムが複数存在することとなる。   

産業医のような法定資格。   自治医科大学や所定のカリ  ①資格取得者については、国が政策由  （王）産業医と同様に、資格を持っていない医師はへき地に勤務す  

（産業医の場合）   キ皐ラムを修了Lた者劉こ  に支援。   ることができないとすることは非現実的である。 

事業者が産業医を選任し、労働者  資格を付与する。   ②業務範囲を「へき地等」とし、へき  ②資格を待った医師をへき地こ否己置するように義務づけない塙  

法定の資格・ポスト  地以外にも草へき地（労随者派遣法上  合、「具体的にどのようなことを行うのか」「制度上なぜ必要か」  

C  
を創設するもの  れ、産業医はそのために必要な医  産業医の養成等を目的とす  のへき地）等医師不足地域もカバーで  という説明が必要となる。  

（産業医認定制度に  竿に関する知識を備えた看でなけ  る課程を修めた者等を規定  きるようにすることを検討。   （封列えばへき地医療等に阻わる御秘こついて「一定期間のへ  

準じたシステム〉  ればならなしヽとされている。く労働  している。嘩働安全衛生規  き地勤務j等の就任要件を法令上定めることで、結果的こ「へ  

安全衛生法第13射   則第14条）  き地差療の専門家jとしてマーキングすることが可能となる  

ことから、資格制度を個別に創設する必要性がないと解釈さ  

れる。   

プライマリケア系  へき地医療に一定期間従事するこ  一定のカリキュラムを鯵了  ①三学会が直生労働大句こ届け出た  ①三学会とは目的が異なる。  

連合学会専門医を  

準用  ものと評価し、三学会認定医の認  従事経験を評価L、   能となる。 ③要件緩和案＝三学会総合医の認定要件が厳しくなづた場合、  

D               1）取得の際の要件   

の緩和   掌免除等）につなげ、へき地勤務  緩和する。   合医につなげることにより，その後の  ④蘇試験案：へき地という特殊性はあるが、専門医の要件認定  

2）試験等を要さず  を、三学会総合医の資格にリンク  2）試襲等を要さず資格を  キャリアがへき他に限定されなくな  の厳格化の訊こ逆行する。  

l；資格を付与   していく仕組みを作る。   付与する．   る。   

へき地勤務医の実情になじまない  一定のカリキュラムを陪7  三学会総合医の枠組みにとらわれず、  G新たlこ専門医を創設するためには、受け皿となる学会が必要  

三学会とは別の苧   
E   会による専門医資  

格を創設するもの  
従事軽重奏を評価し、資格を  新しい学術粗描を創設することは可能か。  

付与する。   e開業医との住み分けをどう行うのか。  




